
税理士会熊谷支部と関係機関との協議会

日時 令和５年12月13日（水）

午後４時

場所 ホテルガーデンパレス



１ 支部長あいさつ

２ 税務署長あいさつ

３ 県税事務所長あいさつ



４ 税務署からの連絡事項

（１）令和５年分確定申告期における閉庁日対応について（総務課）

別添１「閉庁日対応税務署」

イ 閉庁日対応を実施する税務署

別添１「閉庁日対応税務署」のとおり

ロ 閉庁日対応を実施する日

令和６年２月25日（日）

ただし、電話相談については、令和６年２月18日（日）及び令和６

年２月25日（日）に実施

ハ 対応業務

確定申告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談



（２）令和６年におけるe-Taxの利用可能時間及びe-Tax・作成コーナーヘル

プデスクの受付時間について（総務課）

イ e-Taxの利用可能時間（受付時間）



ロ e-Tax・作成コーナーヘルプデスクの受付時間

（３）国家公務員倫理法について（総務課）

別添２「国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ」

国家公務員は、法令により利害関係者から金銭や物品の贈与等を受け

ることが禁止されています。

利害関係者である税理士の皆様におかれましては、別添２「国家公務

員と関わりのある事業者の皆様へ」をご確認いただき、倫理の保持にご

協力ください。



（４）プレプリント納付書の事前送付の見直しについて（管理運営部門）

別添３「納付書の事前送付に関するお知らせ」

別添４「ダイレクト納付の利便性向上（令和５年度税制改正）」

令和６年５月以降に送付する分（令和６年４月決算分）から、e-Tax

により申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前送付

を取りやめることとしております。

なお、源泉所得税の徴収高計算書は引き続き送付されますが、ダイレ

クト納付をはじめとするキャッシュレス納付をご利用いただきますよう

お願いいたします。特に、ダイレクト納付につきましては、電子申告と

併せてダイレクト納付を行う意思表示を行うことで、法定納期限に自動

的に口座引落しを行うようシステム改善が行われる予定ですので、是非

ご利用いただきますようお願いいたします。



（５）「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限のお知らせはがき」の発

送について（管理運営部門）

イ 送付対象者

源泉徴収義務者のうち、納期の特例適用者で次に掲げる者

（イ）新規に納期の特例の適用を受けることとなった者

（ロ）直前の２納期分のいずれかに未納、期限後納付又は納税告

知のある者

ロ 発送日

令和５年12月20日（水）

（６）令和５年分確定申告に係る振替納付日について（管理運営部門）

イ 申告所得税及び復興特別所得税 令和６年４月23日（火）

ロ 消費税及び地方消費税（個人事業者） 令和６年４月30日（火）



令和５年分確定申告に係る振替納付日は、記載のとおりです。

関与先等への納付指導及び振替納税の利用勧奨につきまして、ご協力

をお願いいたします。

（７）令和５年分確定申告期の広報について（個人課税部門）

別添５ 「マイナポータル連携リーフレット」

令和５年分確定申告に向け、自宅等からのマイナンバーカードを利用

したe-Tax申告を推進していくこととしております。

広報に当たっては、マイナポータル連携により自動入力される控除証

明書等データの範囲が拡大されるほか、令和６年１月以降にe-Taxで提

出された給与所得の源泉徴収票（令和５年分以後の年分）が自動入力対

象となることなど、e-Tax申告の利便性について、大口源泉徴収義務者

等への働き掛けを通じて、納税者に周知していくこととしております。



税理士の皆様におかれましても、当局の取組をご理解いただき、関与

先企業に対しまして、従業員の給与所得の源泉徴収票の情報をe-Taxで

提出いただくことにより、従業員のスマホ申告を利用したe-Taxの利便

性が更に高まることを周知していただくとともに、従業員の方のマイナ

ポータル連携によるスマホ申告を利用したe-Tax申告の勧奨を働き掛け

ていただくようお願いいたします。

（８）申告相談において使用する同意書様式について（個人課税部門）

マイナンバーの取扱いについて、関東信越税理士会と国税局が協議し、

昨年と同様の取扱いとなりました（納税者の同意の下でマイナンバーの

提示を受けた旨を証するために同意書の記入を納税者が行います。）。

同意書が必要となる協議派遣事業及び無料申告相談に同意書を用意し

ます。



（９）贈与税e-Taxの積極的利用について（資産課税部門）

別添６「税理士の皆さまへ 贈与税の申告は是非e-Taxで!!」

別添７「さぁ自宅でe-Tax ！贈与税の申告書の作成・送信は【確定申

告書等作成コーナーでe-Tax 】が簡単・便利です！」

贈与税の申告については、税理士及び税理士法人の関与割合が約半数

を占めており、贈与税の申告におけるe-Taxの利用を更に促進するため

には、税理士の皆様にご利用いただくことが極めて重要と考えておりま

すので、引き続き、贈与税申告におけるe-Taxの積極的な利用について、

ご協力いただきますようお願いいたします。

また、相続税申告におけるe-Taxの積極的な利用についても、ご協力

いただきますようお願いいたします。



（10）インボイス制度に対応した消費税及び地方消費税の申告書等の記載方

法について（法人課税部門）

別添８ 「インボイス制度に対応した設例別の消費税申告書の計算・

記載方法」

別添９ 国税庁ホームページ「消費税及び地方消費税の申告書・添付

書類等」

本年10月に開始したインボイス制度の施行初年度における確定申告で

は、消費税等の税額計算に複数の計算方法が混在する場合があります。

国税庁では、別添８「インボイス制度に対応した設例別の消費税申告

書の計算・記載方法」を、別添９「国税庁ホームページ『消費税及び地

方消費税の申告書・添付書類等』」に掲載しましたので、ご活用くださ

い。



（11）インボイス制度に関する２割特例の適用について（法人課税部門）

別添10 「消費税のインボイス制度に係る『２割特例』の適用に関す

るお知らせ」

インボイス制度の導入を契機として、新たに免税事業者からインボイ

ス発行事業者となった事業者の方で、①インボイス発行事業者の登録申

請書のほか、②インボイス制度開始の日を含む課税期間に係る「消費税

課税事業者選択届出書」を提出されている場合、「２割特例」の適用に

当たっては、課税期間の末日までに「消費税課税事業者選択不適用届出

書」を提出していただく必要があります。

なお、「２割特例」の適用に当たり、手続の確認が必要な納税者に別

添10「消費税のインボイス制度に係る『２割特例』の適用に関するお知

らせ」を郵送しておりますので、ご承知おきください。



（別紙）

国税局(所) 都道府県

札幌国税局 北海道

青森県

岩手県

  仙台北・仙台中

秋田県

山形県

福島県

栃木県

群馬県

新潟県

長野県

千葉県

 合同会場（大森・雪谷・蒲田）

山梨県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

三重県

滋賀県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

高知県   高知

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県

沖縄国税事務所 沖縄県

（注２）【　】書きの税務署は、署外会場を示す。

【山形】

【前橋】・【高崎】

 合同会場（王子・荒川）

令和６年２月25日の日曜日に閉庁日対応する税務署名等

  札幌北・札幌南・札幌西・札幌東

仙台国税局

  青森

【盛岡】

宮城県
 合同会場（仙台北・仙台中・仙台南）

 合同会場（秋田南・秋田北）

埼玉県

  川越・【川口】・西川口・所沢・春日部・上尾・【越谷】・朝霞

 合同会場（熊谷・行田）

 合同会場（浦和・大宮）

【新潟】

【福島】

茨城県
【土浦】・竜ケ崎

 合同会場（水戸・日立・太田）

【宇都宮】

【長野】

東京国税局

  千葉東・千葉南・千葉西・【市川】・船橋・【木更津】・松戸・【成田】・柏

東京都

  杉並・荻窪・豊島・板橋・葛飾・八王子・武蔵野・武蔵府中・【町田】・日野・東村山

 合同会場（麹町・神田・日本橋・京橋・芝・麻布・小石川・本郷・東京上野・浅草・本所・向島・江東西・江東東）

 合同会場（品川・荏原）

関東信越国税局

 合同会場（四谷・新宿・中野）

 合同会場（目黒・世田谷・北沢・玉川・渋谷）

 合同会場（練馬東・練馬西）

 合同会場（足立・西新井）

 合同会場（立川・青梅）

神奈川県

  横浜南・神奈川・戸塚・緑・川崎南・川崎北・川崎西・横須賀・平塚・鎌倉・藤沢・小田原・

  相模原・厚木・大和

 合同会場（鶴見・横浜中・保土ケ谷）

 合同会場（江戸川北・江戸川南）

  甲府

金沢国税局

【富山】

  金沢

  福井

名古屋国税局

 合同会場（岐阜北・岐阜南）

静岡県
 合同会場（静岡・清水）

 合同会場（浜松西・浜松東）

愛知県

  豊橋・岡崎・【一宮】・【半田】・【津島】・【豊田】・【小牧】

 合同会場（千種・名古屋中・昭和）

 合同会場（名古屋東・名古屋北・尾張瀬戸）

 合同会場（名古屋西・名古屋中村・熱田・中川）

 合同会場（刈谷・西尾）

【津】

大阪国税局

合同会場（大津・草津）

京都府
  宇治

 合同会場（上京・左京・中京・東山・下京・右京・伏見）

大阪府

  豊能・【吹田】・枚方・茨木・八尾・【富田林】・【門真】・東大阪

 合同会場（大阪福島・西・港・天王寺・浪速・西淀川・東成・生野・旭・城東・阿倍野・住吉・

東住吉・西成・東淀川・北・大淀・東・南）

 合同会場（堺・泉大津）

 合同会場（岸和田・泉佐野）

兵庫県

【姫路】・【尼崎】・明石・【伊丹】・【加古川】

 合同会場（灘・兵庫・長田・須磨・神戸）

 合同会場（西宮・芦屋）

合同会場（奈良・葛城）

  和歌山

広島国税局

【鳥取】

【松江】

 合同会場（岡山東・岡山西・西大寺・瀬戸）

 合同会場（広島東・広島南・広島西・広島北）

【山口】

高松国税局

【徳島】

【高松】

  松山

福岡国税局

福岡県

  香椎・【西福岡】

 合同会場（門司・若松・小倉・八幡）

 合同会場（博多・福岡）

【佐賀】

 合同会場（那覇・北那覇）

228署

（注１）合同会場では、（　）内の税務署管内の納税者の申告書の収受を行う。

【長崎】

熊本国税局

 合同会場（熊本西・熊本東）

【大分】

【宮崎】

【鹿児島】

別添１
閉庁日対応税務署



国家公務員と関わりのある事業者の皆様へ
～倫理の保持に御協力ください～

金銭や物品の贈与金銭や物品の贈与

あなたにとって利害関係者に該当するかは裏面をご覧ください！

国家公務員は、法令により利害関係のある事業者の皆様から以下の行為を受けることが禁止されて

います。国家公務員自身が襟を正すことはもちろんですが、 事業者の皆様におかれましても、 御理

解・ 御協力をお願いします。

たとえ祝儀や香典という名目であっても違反

国家公務員本人との関係でない場合（ 例えば国家公務員の配偶者が知人で、祝儀を出すなど）はＯＫ

酒食等のもてなし（ 接待）酒食等のもてなし（ 接待）

公務員が職務として出席した会議で、弁当などの簡素な飲食物を出す場合はOK

多数の者が出席する立食パーティーで無料で飲食物を提供する場合はOK

割り勘で飲食を共にする場合はOK

※国家公務員が自身の費用を確認するため、会計金額等を確認する場合がありますので、御協力をお
願いします。

車での送迎など、無償でのサービスの提供車での送迎など、無償でのサービスの提供

職務で来た公務員を、周辺の交通事情等から相当と認められる範囲で、日常的に使用している自動車
（ 社用車など）により送迎する場合はOK

一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること一緒に麻雀等の遊技、ゴルフ、旅行をすること

公務員が自身の費用を負担した場合も違反

無償での物品や不動産の貸付け無償での物品や不動産の貸付け

訪問を受けた際などに、文房具等を貸す場合はOK

金銭の貸付け金銭の貸付け

金融機関が一顧客である公務員に貸付け
を行う場合はOK

未公開株式の譲渡未公開株式の譲渡

有償であっても無償であっても違反

別添12別添11
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検索

あなたはどの国家公務員にとっての「 利害関係者」ですか？

あなたは、利害関係者ではありません。ただし、これらの事務を担当していない国家公務員に対し

ても、繰り返し接待をするなど、社会通念上相当と認められる程度を超える場合は、法令違反となり、

相手方の国家公務員は処分されてしまいます。

「 社会通念上相当と認められる」か否かは、利益供与の理由、額、頻度、国家公務員との関係性など

を総合的に勘案して判断することとされています。

判断に迷う場合は、相手方機関又は倫理審査会事務局へお問い合わせください。

以下の職務を行う国家公務員にとって、あなたがその職務の相手方となる場合、その国家公務員

にとって、あなたは「 利害関係者」となります。

※　相談・ 通報者の指名等は窓口限りにとどめるなど、 相談・ 通報したことを理由と
して相談・ 通報者が不利益な取扱いを受けることがないよう万全を期しています。

検索

国家公務員倫理審査会ＨＰ

国家公務員倫理審査会

公務員倫理ホットライン

国家公務員倫理審査会事務局 （ http://www.jinji.go.jp/rinri/）

令和２ 年11月

公務員倫理ホットライン （ 匿名での相談・通報も受け付けています）

メ ール  rinrimail@j inj i.go.j p

※　 郵送、 電話、 FAXによる通報も受け付けております。 詳細は下記のwebサイト を参照く ださい。

ＷＥＢ

あなたの事業を所管している部局の担当職員

立入検査、監査又は監察を行う担当職員

不利益処分や行政指導を行う担当職員

許認可等や補助金等の交付を行う担当職員

契約事務の担当職員

（ 注）利害関係のあった職員が異動した場合も、異動後３年間は利害関係者として取り扱われます。

利害関係者です！
合
場
い
な
し
当
該

表面の禁止行為に
要注意！！
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税理士の皆さまへ 

贈与税の申告は 

是非      で!! 

贈与税の申告は、e-Ｔａｘの利用が可能です。 

税理士の皆さまが、国税庁ＨＰの「確定申告書

等作成コーナー」で贈与税の申告書を作成し、その

まま代理送信で提出できます。 

また、ｅ－Ｔａｘによる提出ができない申告書（申

告書付表を除く。）及び添付書類については、イメ

ージデータでの提出が可能となっていますので、是

非、ご利用ください。 

データ送信 

 確定申告書等作成コーナーの操作に関するご不明な点等は、同コーナーの 

「よくある質問」をご確認いただくほか、「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」 

（TEL：0570-01-5901）へお問合せください。 

 ヘルプデスクの受付時間、利用開始の手続、利用可能期間、パソコンの推奨環境 

よくある質問（Q＆A）等、e-Tax に関する最新情報は、e-Tax ホームページ 

（www.e-tax.nta.go.jp）をご覧ください。 

ｅ－ｺｸｾﾞｲ  

令 和 ５年 11 月
関東信越国税局・税務署 
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代理送信までの流れ（確定申告書等作成コーナーを利用した場合） 

関与先納税者の申告書をｅ－Ｔａｘにより代理送信するためには、関与先納税者の開始届

出書を所轄税務署に提出する必要があります。 

税理士の皆さんは、ｅ－Ｔａｘソフト等を利用して関与先納税者の開始届出書を代理で提

出することができますので、是非ご利用ください。 

もちろん、関与先納税者がオンライン等で提出することもできます。 

※ 関与先納税者が利用者識別番号を取得している場合には、関与先納税者の利用者識別 

番号を確認し、ＳＴＥＰ４に進んでください。 

ＳＴＥＰ２  関与先納税者の開始届出書の提出 

１ 開始届出書を代理で提出した場合は、即日、オンラインにより利用者識別番号等が発行

され、税理士の皆さん及び関与先納税者双方のメッセージボックスに格納されます。 

２ 関与先納税者が開始届出書をオンラインにより提出した場合には、即日、オンラインに

より利用者識別番号等が発行され、関与先納税者のメッセージボックスに格納されます。 

３ 関与先納税者が開始届出書を書面で提出した場合には、後日、郵送により利用者識別番

号等が記載された通知書が送付されます（送付までに、最短で１週間程度要します。）。 

ＳＴＥＰ３  利用者識別番号と暗証番号の通知 

国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」で、贈与税の申告書を簡単かつ正確

に作成することができます。 

しかも、相続時精算課税などの特例を適用する場合にも、チェック形式になっているため、

特例適用要件の確認が簡単です。 

ＳＴＥＰ４  申告書の作成 

代理送信する場合には、税理士の皆さんの電子証明書を添付することで、送信が可能となり

ます。関与先納税者の電子証明書は必要ありません。 

なお、代理送信した場合、税理士の皆さん及び関与先納税者双方のメッセージボックスに受 

信通知が格納されますので、関与先納税者においても受信結果の確認ができます。 

ＳＴＥＰ５  代理送信による提出 

代理送信を行うためには、税理士の皆さんが自身の開始届出書を提出して、「税務代理によ

るご利用が可能となった旨の通知」を受信し、初期登録（電子証明書の登録等）を行って 

いただく必要があります。 

ＳＴＥＰ１  初期登録等 

相続時精算課税や住宅取得等資金の非課税などの適用を受ける申告については、戸籍謄本

等の必要書類をイメージデータ（ＰＤＦ形式）で提出できます。 

なお、従来どおり、添付書類を書面で提出する場合には、「令和５年分の申告書等送信票（兼

送付書）」も併せて提出願います。 

ＳＴＥＰ６  添付書類の提出 
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ケース別の記載例
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税務行政につきましては、日頃からご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

本お知らせは、インボイス制度を機に新たに免税事業者からインボイス発行事業者となった法人の方

で、①インボイス発行事業者の登録申請書のほか、②インボイス制度開始の日（令和５年10月１日）を

含む課税期間に係る「消費税課税事業者選択届出書※」を提出いただいており、現状、消費税のインボ

イス制度に係る「２割特例」について適用できない方を対象にご案内させていただいております。 

※ 課税期間の初日（法人であれば、通常は事業年度開始日）から消費税の課税事業者となる場合に提出す

る届出書です。

令和５年度税制改正において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった

事業者の方について、３年間、納付税額を売上げに係る消費税の２割とすることができる特例が設けら

れました。ただし、この「２割特例」は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税期間の初日

（インボイス制度開始の日（令和５年10月１日）より前の日）から課税事業者となる場合は適用でき

ません。

以下のチェック項目をご確認の上、当てはまる項目に沿って必要な手続をお願いします。 

１ （設備投資等があり、消費税の還付申告を予定している等）課税期間の初日（法人であれば、通常は事

業年度開始日）から課税事業者となる必要がある 

□yes ⇒既にご提出いただいている消費税課税事業者選択届出書に記載された課税期間の初日から消費

税の課税事業者となり、2割特例の適用はありません。 

□no ⇒２へ 

２ 課税期間の初日から消費税の課税事業者となる必要はなく、２割特例の適用を受けたい 

□yes ⇒「消費税課税事業者選択不適用届出書」を課税事業者選択届出書に記載された課税期間の末日

（課税期間の末日が土日祝日となった場合でも、提出期限は延びません。）までに最寄りの税務

署に提出してください。令和５年10月１日から消費税の課税事業者となり、２割特例を適用でき

ます。 

   （注）基準期間（２年前の事業年度）の課税売上高が１千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係な

く課税事業者となる方は２割特例の適用はできませんのでご留意ください 。 

□no ⇒特段の手続は不要です。既に消費税課税事業者選択届出書を提出頂いていることから、届出書に

記載された課税期間の初日から消費税の課税事業者となり、２割特例の適用はありません。 

（お問い合わせ先） 

●●税務署 法人課税第●部門 

Tel:●●●●（内線●●●●） 

２割特例の適用はできません 

２割特例の詳細
はこちら 

届出書の様式
はこちら 

令和４年12月に登録申請書と課税事業者選択を行った12月決算法人の例 

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が必要です 

消費税のインボイス制度に係る「２割特例」の適用に関するお知らせ 

～「２割特例」適用のためには、追加の手続が必要です～ 

チェック項目 

令和４年期 令和５年期 令和５年期 令和４年期 

※ この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は表記の税務署の税務署長です。 
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税務行政につきましては、日頃からご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

本お知らせは、インボイス制度を機に新たに免税事業者からインボイス発行事業者となった方で、①

インボイス発行事業者の登録申請書のほか、②インボイス制度開始の日（令和５年10月１日）を含む課

税期間に係る「消費税課税事業者選択届出書※」を提出いただいている方等、現状、消費税のインボイ

ス制度に係る「２割特例」の適用について、確認が必要な方を対象にご案内させていただいております。 

※ 課税期間の初日（個人事業者の場合、令和５年１月１日）から消費税の課税事業者となる場合に提出す

る届出書です。

令和５年度税制改正において、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった

事業者の方について、３年間、納付税額を売上げに係る消費税の２割とすることができる特例が設けら

れました。ただし、この「２割特例」は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税期間の初日

（インボイス制度開始の日（令和５年10月１日）より前の日）から課税事業者となる場合は適用でき

ません。

以下のチェック項目をご確認の上、当てはまる項目に沿って必要な手続をお願いします。 

１ （設備投資等があり、消費税の還付申告を予定している等）課税期間の初日（個人事業者の場合、令和

５年１月１日）から課税事業者となる必要がある 

□はい  ⇒既にご提出いただいている消費税課税事業者選択届出書に記載された課税期間の初日から

消費税の課税事業者となり、2割特例の適用はありません。 

□いいえ ⇒２へ 

２ 課税期間の初日から消費税の課税事業者となる必要はなく、２割特例の適用を受けたい 

□はい  ⇒「消費税課税事業者選択不適用届出書」を課税事業者選択届出書に記載された課税期間の末

日（個人事業者の場合、令和５年12月31日であり、課税期間の末日が土日祝日となった場合

でも、提出期限は延びません。）までに最寄りの税務署に提出してください。令和５年10月

１日から消費税の課税事業者となり、２割特例を適用できます。 

    （注）基準期間（２年前の事業年度）の課税売上高が１千万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録と関係

なく課税事業者となる方は２割特例の適用はできませんのでご留意ください 。 

□いいえ ⇒特段の手続は不要です。既に消費税課税事業者選択届出書を提出頂いていることから、届出

書に記載された課税期間の初日から消費税の課税事業者となり、２割特例の適用はありません。 

２割特例の適用はできません 

２割特例の詳細
はこちら 

届出書の様式
はこちら 

令和４年12月に登録申請と課税事業者選択を行った個人事業者の例 

消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が必要です 

消費税のインボイス制度に係る「２割特例」の適用に関するお知らせ 

～「２割特例」適用のためには、追加の手続が必要です～ 

チェック項目 

令和４年 令和５年 令和５年 令和４年 

※ 本ご案内は、インボイス発行事業者の登録を受けた方で、かつ、課税事業者選択届出書をご提出いただいた方に送付しています。本ご案内到着時

に、既に「課税事業者選択不適用届出書」をご提出された方や、インボイス発行事業者でなくなった方、消費税の還付を受けるために課税事業者選択

届出書をご提出された方は、本ご案内への対応は不要です。 

別添（個人事業者用お知らせ）


